
中学校指導者は

必要なし

地域クラブ活動

指導者は必要

（ただし教員の

場合は必要な

し）

必要

・特になし

 ※この細則は、スポーツ庁、日本中体連、山梨県小中体連および競技団体より通達等があった際に、通達内容に合わせ加

筆・修正・変更・見直しを行い、都度情宣する。

３・必要な資格について

　・指導者

中学校指導者における指導者資格は必要なし。地域クラブ活動指導者は、(公財)日本スポーツ協会公認

の「コーチ1」以上の資格を有する者が在籍しており、大会においてベンチ入りする者はその資格保有者

であること。ただし、自治体主導で発足した地域クラブ活動に限り、(公財)日本スポーツ協会公認の

「スタートコーチ(競技別)」の資格保有者でも可とする。また、地域クラブ活動の指導者が教員である

場合は資格保有を問わない。

※上記の内容は関東大会・全国大会に準じている

※山梨県の地域クラブ活動は、現状すべての登録団体が「自治体主導で発足」しているので、実質「ス

タートコーチ以上の資格が必要」ということになる

※山梨県小中体連に認定された令和８年度に限り、資格取得中の場合でも認める。

　・審判
生徒は必要なし,顧問・指導者は団体戦の審判を行う際に2級審判員以上の資

格が必要

４・その他

　　・登録番号の有無 無 無

　・中央競技団体

チーム 個人

必要
中学校所属選手は不必要

地域クラブ活動所属選手は必要

　　・登録番号の有無 有 地域クラブ活動所属選手のみ有

　・山梨県競技団体

チーム 個人

不必要 不必要

２・登録について

令和８年度　山梨県小中学校体育連盟（選手権・総体・新人戦）

ソフトテニス専門部　競技細則

１－１・個人競技（団体戦）陸上・水泳・体操・新体操・ソフトテニス・卓球・バドミントン・柔道・剣道・相撲・弓道・スケート・テニス・弓道・空手

　・大会参加を認める条件

　・大会参加した場合に守るべき条件

　・大会参加を認めない場合

　　　　（追記事項）

・大会参加を認める条件

　選手の所属の登録は、年度ごとに山梨県小中体連が定める期間に行う。具体的には

年度当初(Ⅰ期：4月1日～4月21日まで）と新人大会前（Ⅱ期：8月11日～31日まで）

に行う。（ただし年度当初の1年生の追加選手登録期間は4月22日～5月31日とする。ま

た、転校等による致し方がない所属の変更の場合はその限りではない。その場合は小

中体連事務局やソフトテニス専門部に相談する）

　申込期限を過ぎたり,監督会議等に代表者,もしくは指導者が参加ができない場合は参

加を認めない。

１－２・個人競技（個人戦）

　・大会参加を認める条件

　・大会参加した場合に守るべき条件

　・大会参加を認めない場合

　　　　（追記事項）

・大会参加を認める条件

　選手の所属の登録は、年度ごとに山梨県小中体連が定める期間に行う。具体的には

年度当初(Ⅰ期：4月1日～4月21日まで）と新人大会前（Ⅱ期：8月11日～31日まで）

に行う。（ただし年度当初の1年生の追加選手登録期間は4月22日～5月31日とする。ま

た、転校等による致し方がない所属の変更の場合はその限りではない。その場合は小

中体連事務局やソフトテニス専門部に相談する）

　申込期限を過ぎたり,監督会議等に代表者,もしくは指導者が参加ができない場合は参

加を認めない。


